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アイコンの説明…  日▶日にち  時▶時間  場▶場所  対▶対象  定▶定員  内▶内容  費▶費用  申▶申込み  持▶持ち物  他▶その他

　地域や家庭でその人らしい生活が安心して送れるよう、家事援
助サービスを提供する、有償の支え合い活動です。
　高齢者や障がい者、ヤングケアラー、病気やけが、産前産後の方
などに家事援助サービスを提供する「ほほえみスタッフ」を募集し
ます。
　登録時に、顔写真1枚（縦3.5㎝×横2.5㎝程度）を持参ください
（スナップ写真も可）。詳しくはお問い合わせください。
 ＊ 地域によって登録状況に差があるため、登録後すぐに活動におつ
　なぎできない場合があります。
■対 市内在住の方　＊経験、資格は問いません。
■内 居室等の掃除や整理整頓、洗濯、買い物、調理等の日常生活　
　における家事等
活動日
月～金曜日（祝日、年末年始を除く）午前９時～午後５時（家事援助
サービスは、多くて週に１～２回、１～２時間程度）
報　酬
１時間１,０００円
＊１時間を超えた場合は
　３０分ごとに５００円

職員（介護サービス部門）を募集します！職員（介護サービス部門）を募集します！ 介護サービスセンター ☎（973）7343問合せ

No

1

2

職種

非常勤
ヘルパー
(夜間)
 

直行
ヘルパー

応募方法

試　　験

随時募集、次の①と②を介護サービスセンター(宮本町1-151エスペランサ101)へ持参のこと。①任意の履歴書②該当する資格証書の写し

書類選考合格者のみ面接試験(試験日は後日連絡)

受験資格 職務の概要 勤務場所 勤務時間 賃金 採用日

随時
７０歳未満の方で、介護職員初任者研修課程
（旧訪問介護員養成研修2級課程）以上を修了し、
スマートフォンをお持ちの方

高齢者や障がい者の
訪問介護

高齢者や障がい者の
自宅等での身体介護
や家事援助、外出介助

７０歳未満の方で、介護職員初任者研修課程
（旧訪問介護員養成研修2級課程）以上を修了し、
普通自動車運転免許証を有するとともにスマート
フォンをお持ちの方

日給7,380円(４時間)
資格手当（介護福祉士ほか）、勤続手当、
その他各種手当あり
＊職員労働組合に加入することとします。

時給1,520円～
介護福祉士資格をお持ちの方は、1,670円～
移動手当、遠距離手当、その他各種手当あり

都合の良い時間で
週２日程度から

20:00～24:00
週２日程度から
(二人体制にて勤務)
シフト制・曜日指定有介護サービスセンター

(宮本町1-151 エスペランサ101)

福祉のまちづくりをすすめる仲間を募集します！福祉のまちづくりをすすめる仲間を募集します！ 企画管理課 ☎（966）3411問合せ

1　応募方法
次の①、②を当協議会企画管理課へ持参
（平日8:30～17:15）してください。
①当協議会指定の履歴書(履歴書は、当協議会窓口（企画管理課）で
　配付または当協議会ホームページから印刷する。）
②該当する職種の受験資格に記載されている資格証書の写し

2　応募期間
No.1～3は令和8年7月15日(水)まで
No.4は随時募集

3　試験
書類選考合格者のみ面接試験

4　雇用期間　
契約期間は原則1か年、更新の可能性あり。
（定年退職日は、満65歳に達した年度の3月31日まで）

採用日No 職種 受験資格 職務の概要 勤務場所 勤務時間 賃金（4月１日現在）

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー

4 随時

令和8年
8月1日

プランナー

子育てサロン
（新越谷ヴァリエほか）

昭和37年4月2日以降に生まれ、
保育士または幼稚園教諭の資格を有する方、
または子育て支援員研修を修了している方
ただし、補助員については資格不要

昭和37年4月2日以降に生まれ、介護支援
専門員、保健師、看護師（実務経験のある
方）のいずれか資格を有し普通自動車運転
免許証を有する方

子育てサロンでの相談援助、
保育、各種講座の実施、事務
（簡単なパソコン操作）等

週3日 9：00～16：00
平日のみ、シフト制

時給1,500円
（介護支援専門員）
1,600円（看護師）
1,630円（保健師）

地域包括支援センター
（中央市民会館2階）

保育士（アドバイザー）
または補助員1

週3日　9：00～17：15の間で
3～7時間(勤務地によって勤務
時間が異なります)
土、日、祝日勤務あり、シフト制

時給1,280円
補助員
（無資格者）
  1,200円

昭和37年4月2日以降に生まれ、保育士、
幼稚園教諭、教員免許のいずれかの資格
を有し、普通自動車運転免許証を有する方
ただし補助員については資格不要

育児の支援を必要とする利用者と援助
を行いたい協力者のコーディネート業
務および事務（パソコン操作）資格を有
しない方は、コーディネーターの補助

子育てコーディネーター
（または補助員）3

週4～5日
9：00～17：00
土曜日勤務あり、シフト制
社会保険に加入

時給1,280円
補助員
（無資格者）
  1,200円

障害者福祉センター
こばと館

（中央市民会館1階）
昭和37年4月2日以降に生まれ、
普通自動車運転免許証を有する方

障がい者の方のレクリエーショ
ンを通じた余暇支援と見守り
などの補助及び事務補助等
（パソコン操作あり）

指導員2
週3～4日　9：00～16：30
土、日、勤務あり、シフト制
※週4日勤務の場合、社会保険
　加入

時給1,260円

地域包括支援センターで介護
予防のケアプラン作成業務
（パソコン操作等）や利用者宅へ
 の訪問

ラウンドフィットネスラウンドフィットネスラウンドフィットネスラウンドフィットネス ラウンドフィットネスとは、筋力運動と有酸素運動を３０秒ずつ交互に行うサーキットトレーニングです。
筋力アップや体脂肪減少、心肺機能向上などの効果が期待できます。

対 費 持

①
②
③
④

9：30～10：30
10：30～11：30
11：30～12：30
12：30～13：30

利用時間 利用時間

14：30～15：30

⑤

⑥

13：30～14：30
＊初回講習会・ステップワー
ク講習会実施の際は、通
常利用はありません。

けやき荘

くすのき荘
ゆりのき荘
ひのき荘 7月15日㈬、26日㈰、8月  5日㈬、23日㈰

7月  3日㈮、18日㈯、8月15日㈯、28日㈮
7月12日㈰、30日㈭、8月  9日㈰、27日㈭

13：30～
14：30 各5人

施　設　名 実　施　日 時　間 定　員

【初回講習会のご案内】
はじめて利用する方は、初回講習会の受講が必要です。（予約制、電話可）

害獣被害のため、当面の間、施設全体を休館させていただきます。

令和８年度 紙おむつ等配付事業令和８年度 紙おむつ等配付事業 生活支援課 ☎（966）2251問合せ

市民の皆様から寄せられた善意の寄付金「愛の詩基金」を
活用し、ご自宅に紙おむつ等を配付します。
対象世帯
越谷市に在住する、在宅で常時紙おむつ等を使用し、世帯
全員の市・県民税が非課税の方で、下表ア～エのいずれか
に該当する方
対象外世帯
介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・有料老
人ホーム・認知症対応型共同生活介護・サービス付き高齢
者向け住宅・グループホーム等をご利用の方は、対象外とな
ります。
ただし、短期入所生活介護（ショートステイ）等の利用者で１
か月のうち２分の１以上の日数を在宅において家族等の介
護のもとで生活されている方は対象となります。
申請受付期間
８月３日（月）～８月３１日（月）の期間に申請手続きをされた
方は、年２回（１０月・２月）配付
９月１日（火）～１月15日（金）の期間に申請手続きをされた
方は、年１回（２月）配付
申請に必要な書類を郵送または生活支援課窓口まで提出し
てください。
＊郵送の場合、締切り日消印有効

申請に必要な書類
令和８年度から、申請に必要な書類の一部（③）が変更に
なっていますので、ご確認のうえお申し込みください。
①紙おむつ等配付申請書
②有効期限内の介護保険被保険者証（コピー）
③令和８年度の介護保険料決定通知書（コピー）もしくは介
　護保険料納入通知書（コピー）
④該当する障害者手帳（コピー）
⑤住民票の写し（世帯全員、発行日から３か月以内のもの） 
⑥令和８年度市・県民税非課税証明書（世帯全員）の写し
 ＊ ③は、「介護保険料の算出基礎」が記載されたページをコ
　ピーのうえ、提出してください。
【紙おむつ等配付申請書の入手方法】
７月２４日（金）から当協議会ホームページよりダウンロード
していただくか、生活支援課窓口（中央市民会館２階）で受
取りが可能です。
配付限度額
１回の配付につき５，０００円。配付限度額を超えて注文した
場合は、超えた額は自己負担となります。
配送時に現金でお支払いをお願いします。

ア. 介護保険
　 （要介護１～５）の
　 認定を受けている方

①・②・③
＊生活保護世帯は、生活保護受給者証のコピー（③は不要）
＊③をお持ちでない方や、令和８年度市・県民税は、非課税世帯であるが、③の「介護保険料の
　算出基礎」の記載で介護保険料段階（所得段階）区分が、第４段階以上の場合（⑤と⑥も必要）
①・④・⑤・⑥
＊生活保護世帯は、生活保護受給者証のコピー（⑤と⑥は不要）
＊③をお持ちの方で、「介護保険料の算出基礎」の記載で介護保険料段階
　（所得段階）区分が、第3段階以下の場合
　（③があれば、⑤と⑥は不要）

①・⑤・⑥
＊生活保護世帯は、生活保護受給者証のコピー（⑤と⑥は不要）

イ. 身体障害者手帳１級または
    ２級の交付を受けている方

ウ. 療育手帳ⒶまたはＡの交付
    を受けている方

エ. ２歳未満の子どもを養育し
    ている方
    ＊申請時に２歳未満であれ
    ば申請可

申請対象世帯 申請に必要な書類

在宅支援家事サービス事業「ほほえみサービス」
ほほえみスタッフを募集

在宅支援家事サービス事業「ほほえみサービス」
ほほえみスタッフを募集

生活支援課 ☎（966）2251問合せ

＊市内に住所を有する60歳未満の方、また市外の方は、別途センター
　使用料(200円)が必要です。なお、初めてお越しの際は、本人確認書類
　(マイナンバーカード等)をお持ちください。

高校生以上ならどなたでも　　200円　　室内運動靴

福祉車両の貸出し福祉車両の貸出し
　車いすに乗ったまま乗降可能な
福祉車両（軽自動車ワゴン）を貸し出します。
■対 市内在住の歩行困難で車いすを利用されて
　 いる方
■費 無料（ガソリン代等の実費は利用者負担）
■申 電話、または窓口で予約受付け後、申請書を提出。
　（予約受付けは、利用希望日の１か月前から）
　＊申請時に運転する方の
　  免許証を持参ください。 生活支援課☎（966）2251申込み・問合せ

ファミリー・サポート・センター
（中央市民会館2階）

＊昨年度申請した方も改めて申請が必要です。


